
議 第４号

   甲賀市コミュニティバス南草津線の廃止について

甲賀市コミュニティバス南草津線の廃止について、草津市地域公共交通活性化再生

協議会規約第１８条第４号の規定に基づき、承認を求める。

上記の議案を提出する。

令和７年１月１７日

草津市地域公共交通活性化再生協議会

会長 塚口 博司



甲賀市コミュニティバス南草津線の廃止について

深刻な運転手不足により、路線の維持が困難な状況となっており、本年４月に利用の少ない便を

中心に減便や路線の廃止を予定しております。

つきましては、甲賀市土山町と草津市南草津駅を結んでおります「甲賀市コミュニティバス南草津

線」について、利用者の減少が続いているため、令和７年３月３１日をもって、路線を廃止したく協議

するものです。

なお、昨年１２月１６日に開催した甲賀市地域公共交通活性化協議会において廃止の方向性に

ついて承認いただいております。

１．本市公共交通網の概要について

広大な市域を有する本市は、鉄道３路線、コミバス２３路線、予約制乗合タクシー１６路線、３社の

民間のタクシーで「交通空白地」を生み出さないよう交通網を形成しています。コミュニティバスにつ

いては、平日で約３００便が運行し、年間約５２万人の利用があり、特にＪＲ駅からの２次交通として市

民の大切な移動手段としての役割を果たしています。

しかし、高齢化等による移動ニーズの急激な多様化・高度化が顕著である一方、深刻な運転手不

足に加え、少子化による運行収入の減少と経費の増加により、その運行の維持が難しくなっておりま

す。

地域公共交通を取り巻く現状は厳しいものがありますが、今後、「公共交通を必要とする人」は増

加すると考えており、本市では、以下の対策を進めていきます。

①コミバス路線の選択と集中

   ・運転手の不足は顕著であり、利用の少ない路線を廃止し、通勤通学利用の多い路線を維持

   ・運転手の労働環境改善（狭小道路を運行する路線、運転時間、賃金水準の見直し）

②予約制乗合タクシーの導入

   ・利用の少ないコミバスからの転換により、高齢層の利便性を向上

   ・タクシー運転手も不足しており、運行数にも限界があるため、運行制度の見直しを実施

③新しい輸送サービスの導入

   ・「ライドシェア（自家用有償旅客運送）」の導入検討

④経営改善と利用運賃の適正化

   ・サービスの向上、サービスレベル、必要経費に見合った対価の検討



つきましては、課題解決に向けた対策として、「①コミバス路線の選択と集中」を検討する

中で、おおむね利用人数が少ないコミバス便（１便あたり乗車人数が２人以下）で、代替の

移動手段があることなどを基準として、南草津線全２便の廃止をはじめ、市域全域で約２０

～３０便程度の減便を実施する予定です。

２．路線の経緯について

本市で唯一鉄道が運行されていない土山地域の人口流出を抑えるため、主に大津市や草津

市の高校へ通学するための利便性向上策として、平成２９年１０月１日に運行を開始しまし

た。

令和４年度まで、４往復８便で運行しておりましたが、コロナ禍や少子化による利用者の

減少により、令和５年度には３往復６便、また、導入当初より、各学校や部活動の有無など

により様々な帰宅時間があることから、登校時と比較して下校利用が少ない状況でありまし

たが、さらにその状況が顕著となり、通学に恒常的に利用する生徒もいなくなったため、令

和６年度には朝の通学に対応する１往復２便として運行してまいりました。

３．運行状況について

路線名称：南草津線 （田村神社【甲賀市土山町】―（新名神高速道路経由）－南草津駅）

運行事業者：株式会社シガ・エージェントシステム

運行本数：1 日１往復２便運行 ※学休日（土日祝や夏季・冬季休暇等）運休

【行き】１便 田村神社６：５５発 → 南草津駅７：４５着

【帰り】１便 南草津駅８：０５発 → 田村神社８：５５着

   

※各学校や部活動の有無などにより様々な帰宅時間があることから、定期券販売金額を市内

均一路線定期より若干高い（通学で＋１,１００円/月）金額にとどめ、本路線定期におい

ても市内均一路線を乗車できる設定としております。



４．収支状況について

本市コミバスの運行経費における収支率は、利用者が多い水口地域で約２５％、本路線以外の土

山地域では、約１８％となっていることから、他と比較して収支率が低い状況となっており、利用者１

人当たり約９,０００円近く要している状況です。

５．乗車人数

主に大津市や草津市の高校へ通学するために利用されています。現在、定期券を購入し、

恒常的に利用する利用者はおられません。

（令和６年４月～１１月の実績）１往復２便

【行き】１便 田村神社６：５５発 → 南草津駅７：４５着  １．５人/日・便

【帰り】１便 南草津駅８：０５発 → 田村神社８：５５着  ０．６人/日・便

   

（令和５年度）３往復６７便

  【行き】 ５８４人/年 １．０人/日・便

【帰り】 ４２５人/年 ０．７人/日・便

６．廃止に関する利用者への案内について

２月上旬に実施する甲賀市公共交通活性化協議会で最終審議を経たのち、市のホームページや

関係する停留所に廃止について案内文を掲示いたします。

単位：千円

運賃収入 運行経費 欠損額 収支率

令和４年度 366 6,980 -6,614 5.2%

令和５年度 234 9,243 -9,009 2.5%

行き１便

田村：6時55分発

帰り１便

南草津：8時05分発

16 日 21 日 20 日 14 日 0 日 22 日 22 日 20 日 135 日運行対象日

合計

単位：人
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合計

30 7036 36 48 33 0 31

8 286 8 10 7 0 11

22 4230 28 38 26 0 20
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路線 路線名：

番号 運送しようとする旅客の範囲： 甲賀市コミュニティバス沿線旅客

起点： 田村神社(滋賀県甲賀市土山町北土山４６９地先） ７０－Ａ

終点： 高速入口交差点(滋賀県甲賀市土山町頓宮151-2地先信号） 70－Ｂ

キロ程： ３．５ ㎞

道路管理者： 国（1号線）

起点： 高速入口交差点(滋賀県甲賀市土山町頓宮151-2地先信号） ７０－Ｂ

終点： 高速甲賀土山(滋賀県甲賀市土山町岩室945-2地先） ７０－Ｃ

キロ程： ０．７　㎞

道路管理者： 県

起点： 高速甲賀土山(滋賀県甲賀市土山町岩室945-2地先） ７０－C

終点： 高速草津田上(滋賀県草津市野路2302-15地先） ７０－D

キロ程： ３４．０　㎞

道路管理者： 新名神

起点： 高速草津田上(滋賀県草津市野路2302-15地先） ７０－D

終点： 若草交差点(滋賀県草津市若草1-3地先信号） ７０－E

キロ程： １．４ ㎞

道路管理者： 県

起点： 若草交差点(滋賀県草津市若草1-3地先信号） ７０－E

終点： 南草津駅「西口」(滋賀県草津市南草津1-1-1地先） ７０－F

キロ程： ３．１ ㎞

道路管理者： 市道

計 区間数計 ５ 区間 路線キロ計 ４２．７ ㎞
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７．廃止する路線について

本路線は、田村神社（甲賀市土山町）から新名神高速道路を経由して、南草津駅（草津市）

結んでいます。

※路線番号１については、他の路線で運行しているため、廃止しません。

８．廃止する停留所について

停留所は、甲賀市内に７か所、草津市内では、他社路線との競合を考慮して乗降可能な停

留所を１か所のみとし、草津市内間での利用をすることはできません。

甲賀市内の７停留所については、他の路線で引き続き利用しますので、南草津駅西口（草

津市）の１か所のみ廃止とします。

    

・・・廃止しようとする路線

・廃止する停留所・・・南草津駅西口（滋賀県草津市南草津 1-1-1 地先）
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・廃止する停留所

南草津駅西口

（滋賀県草津市南草津 1-1-1

地先）

路線番号１

廃止しない路線

路線番号２

廃止する路線

路線番号３

廃止する路線

路線番号５

廃止する路線

路線番号４

廃止する路線

路線番号３

廃止する区間



路線図（高速道路区間のみ）

草津田上 IC

甲賀土山 IC

路線番号３

廃止する路線


